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総量規制基準(原案)について 

1 総量規制基準の設定の概要 

総量規制基準は１日当たりの平均的な排出水の量が50㎥以上の法で定める工

場・事業場に対し適用され、その基準値は、各工程の業種及びその他の区分ご

とに設定されたＣ値と特定排出水の届出最大水量（Ｑ）の積により算出される

負荷量の総和（Ｌ[kg]）により、１日当たりの許容排出負荷量として表される。 

Ｌ＝Σ（Ｃ・Ｑ×10-3） 

  Ｌ：当該事業場の総量規制基準値（kg/日） 

  Ｃ：業種区分ごとに設定する値（mg/L） 

  Ｑ：当該事業場の業種区分ごとの特定排出水（排出水のうち、専ら
冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負

荷量が増加しないものに供された水以外のもの。）の量（㎥/日） 

Ｃ値については、さらに、工場・事業場が設置された時期や特定排出水が増

加した時期により分類し、区分され、処理技術の水準等を踏まえ、国により、

その範囲が示されている。 

それぞれのＣ値の設定に当たっては、都府県が地域の状況等を踏まえ、国の

示した範囲内で設定することとなっている。 

 

2 総量規制基準(原案)の検討 

第７次総量規制基準について、中央環境審議会答申では「在り方答申では、

指定地域内事業場に係る汚濁負荷量に関しては､６次にわたる総量規制基準の

適用によりかなりの削減が図られてきており、こうした実績を踏まえ、処理技

術動向も考慮しつつ､これまでの取組が継続されていく必要があるとされてい

る。今回の見直しはこうした考え方に基づき、現状よりも悪化させないなどの

趣旨で行うものである。」とされ、業種等の区分や時期区分は変更しないとし

ている。総量規制基準の設定については、このことに十分留意するとともに、

以下の基本的な方針に基づき、第６次までの総量規制基準の設定状況や府域に

おける排出及び処理の実態等を勘案して、総量規制基準(原案)を設定すること

とした。 

(1) 業種等の区分の基本的考え方 

第６次総量規制基準では、国においては、215の業種が定められ、その215業

種について、基準の適用対象となった時期等によりさらに区分し、Ｃ値の範囲

を告示している。大阪府では、特定業種について排水量ランクで区分を分ける

など、府域における排出実態を考慮して、さらに細分化を行い、Ｃ値を告示し
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ている。 

6次総量規制基準における業種等の区分数 

 ＣＯＤ 窒素含有量 りん含有量 

環境省告示 261 268 234 

大阪府告示 281 280 245 

今回の総量規制基準の改定にあたっては、環境省告示における業種等の区分

が一部の備考を除き変更されていないこと、また、大阪府域における排出実態

等を踏まえ、細分化をすることでより効果的な削減を図れていることから、大

阪府独自の区分を引き続き採用することとした。 

(2) Ｃ値設定の基本的考え方 

○ 新・増設に係るＣ等の値(Ｃi,Ｃj)については、新たな処理施設の導入が

可能であること等から、原則として、Ｃ等の値の範囲内の下限値を採用する。 

  ただし、府域の工場等の処理技術の水準などからみて、下限値の設定が特

に困難な場合にあっては、技術水準等を考慮してＣ等の値を設定する。 

○ 既設事業場に係るＣ等の値(Ｃo)については、Ｃ等の値の範囲の上限値あ

るいは下限値の引下げ状況を勘案し、更に、現状の水質、処理方法、許容排

出量(Ｌ値)の適合状況等を考慮して、その見直しを行う。特に長年にわたり

負荷量が低減していない業種について、Ｃ等の値の強化に向け、より詳細な

見直しを行う。 

○ 現在府域にない業種及び著しく負荷量の小さな業種については、原則とし

て、Ｃ等の値の範囲内の下限値を採用する。 

具体的な検討作業は、以下の手順に沿って行った。 

資料１－３－１、１－３－２から構成 

 

3 総量規制基準(原案) 

第７次水質総量規制における総量規制基準(原案)は、次のとおりである。な

お、Ｃ値の見直しの概要について表３に示す。 
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表３ Ｃ値見直しの概要 

 
ＣＯＤ 窒素 りん 

Ｃo Ｃi Ｃj Ｃo Ｃi Ｃo Ｃi 

第６次で既に範囲の下限値 241 263 266 237 264 213 241 

上記

以外 

第６次Ｃ値から強化 

(うち下限値まで強化) 

 18 

(14) 

8  

(7) 

8 

(7) 

15 

(11) 

5 

(5) 

9 

(4) 

2 

(2) 

第６次Ｃ値を据置き 22 10 7 28 11 23 2 

合   計 

（うち下限値を採用） 

281 

(255) 

281 

(270) 

281 

(274) 

280 

(248) 

280 

(269) 

245 

(217) 

245 

(243) 

業種区分の追加 0 0 0 1 1 1 1 
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化学的酸素要求量等に係る総量規制基準(案) 

 

１ 総量規制基準の算式 

 

第７次総量規制における総量規制基準の算式は、第６次規制と同様、次の

とおりとなっている。 

ＣＯＤ   Lc (kg/日）＝（Ccj・Qcj＋Cci・Qci＋Cco・Qco）×10-3 

窒 素   Ln (kg/日）＝（Cni・Qni ＋ Cno・Qno）× 10-3 

り ん   Lp (kg/日）＝（Cpi・Qpi ＋ Cpo・Qpo）× 10-3 

 

Ｑは次表の時期区分別の水量（㎥/日） 

Ｃは次表の時期区分ごとに、環境大臣が定める「業種等の区分」ごとの

濃度の範囲（「Ｃ値の範囲」）内において都府県知事が定める値（濃度：

mg/L） 

 

時期区分別水

量 

 項 

目 
ＣＯＤ 窒 素 り ん 

 
S55.7.1 

H3.7.1 

H14.10.1 

この期間の水量 Ｑco 

Ｑno Ｑpo   この期間に増加した水量 Ｑci 

  この期間に増加した水量 
Ｑcj 

  この期間に増加した水量 Ｑni Ｑpi 

 

 

２ Ｃ値（案） 

 

化学的酸素要求量、窒素含有量、りん含有量についての総量規制基準に係る

Ｃ値（案）は別表１～３のとおりとする。 

 

３ 基準の適用 

 

新増設により増加する特定排出水については、平成２４年●月から、既

設の特定排出水については、平成２６年４月から適用する予定である。 

 


